
入札者（見積者）に対する指示書の変更について（令和7年4月1日から）

1

入札者（見積者）に対する指示書について、契約担当部署が指定する場合を除き、NEXCO西日本の
HPに掲載したものを使用する方式へ変更します。

NEXCO西日本HP「調達・お取引」 NEXCO西日本HP「入札・見積関係書類」

「入札・見積関係書類」の
ページを新設
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入札者（見積者）に対する指示書の変更について（令和7年4月1日から）

参照すべき指示書については、入札公告・入札説明書、手続開始の公告・説明書、指名通知書、見積
方通知書等に記載の指示書を参照してください。

入札公告・入札説明書 NEXCO西日本HP「入札・見積関係書類」

次頁参照

入札公告・入札説明書に
記載の指示書を参照
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入札者（見積者）に対する指示書の変更について（令和7年4月1日から）

指示書の内容については、案件毎の方式や設定等に応じて、読み分けることとしています。
入札公告・入札説明書、手続開始の公告・説明書、指名通知書、見積方通知書等の別紙に記載の方
式・設定等を参照してください。
なお、読み分ける箇所については、黄色ハッチングで「●●の場合」等と記載するほか、条・項・号については、
指示書中、「適用すべき箇所について」を早見表として活用ください。
読み分ける指定がない箇所については、共通項目となりますので、全ての発注において、参照してください。

入札公告・入札説明書 別紙（例） 入札者に対する指示書中、「本文」（例）

入札公告・入札説明書の別紙に、指示書を読み分ける際に
必要な情報（当該案件の方式や設定等）を記載していま
す。

例えば、2.1～2.4にかけて、各入札方式毎の入札に係る指示事項が記載されていますが、下の例だと、入札公
告・説明書の別紙2において、入札方式は「一般競争入札」であることから、2.1～2.4のうち、2.1を参照してくだ
さい。
また、小項目単位、適用の可否を読み分ける必要がある箇所があります。下の例だと、入札公告・説明書の別
紙2において、契約金額の約定方法が「総価単価契約」、特定JVの参加は「認める」となっているため、2.1.1の
（２）のハ）及びニ）は参照を要する項目になります。

参照を要する箇所
（2.1にぶら下がる内容（赤着色）は参照する）

参照を要しない箇所
（2.2にぶら下がる内容（灰着色）は参照しない）

ハ）及びニ）は参照を要する項目
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入札者（見積者）に対する指示書の変更について（令和7年4月1日から）

入札公告・入札説明書 別紙（例） 入札者に対する指示書中、「適用すべき箇所について」（例）

指示書の内容については、案件毎の方式や設定等に応じて、読み分けることとしています。
入札公告・入札説明書、手続開始の公告・説明書、指名通知書、見積方通知書等の別紙に記載の方
式・設定等を参照してください。
なお、読み分ける箇所については、黄色ハッチングで「●●の場合」等と記載するほか、条・項・号については、
指示書中、「適用すべき箇所について」を早見表として活用ください。
読み分ける指定がない箇所については、共通項目となりますので、全ての発注において、参照してください。

一般競争入札の場合、
「２.入札」に関しては、
2.1.1～2.1.14
（p.4～p.8）
を参照する。

不落札協議設定有の
場合、3.1.6（p.32）
を参照する。

契約保証納付要の場合、
4.1（p.34）を参照す
る。

※物品・役務の随意契約の調達の際に使用する、
「見積者に対する指示書（物品・役務：随意契約）」には、
「適用すべき箇所」のページはありません。
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入札者（見積者）に対する指示書の変更について（令和7年4月1日から）

指示書をPDFデータで参照いただく場合、「目次」及び「適用すべき箇所」については、ハイパーリンクを設定
しており、クリックすることで、当該ページにジャンプすることが可能です。
また、当該ページの右下には「目次に戻る」リンクを設けており、クリックすることで、「目次」にジャンプすること
が可能です。

当該箇所にジャンプ

「適用すべき箇所」（例）「目次」（例）

👆クリック

指示書本文中、当該箇所（例）

👇クリック

当該箇所に
ジャンプ

👇クリック

目次にジャンプ
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